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             正会員・・医師である正会員(初期臨床研修医を含む) 

             医師以外の正会員 

             学生会員(＊) 

             賛助会員   A 団体 

                    B 施設(病院、診療所等) 

                   C 個人 

                   D 民間(企業等) 

          (＊)「学生会員」について 

              学生会員となれる学生は、大学の学部、大学校の学士の学位を取得する課    

程、短期大学及び高等専門学校の学生並びに専修学校及び各種学校の生徒 

             です。大学院及び大学校の修士又は博士の学位を取得する課程の学生は除  

きます。 
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